
 第４８号議案 

 

 

町の区域の設定並びに町の区域及び名称の変更に

ついて（余部町、追分町、保津町及び古世町） 

 

 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整

理事業の施行に伴い、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第  

２６０条第１項の規定により、別紙調書のとおり町の区域を設定し、

並びに町の区域及び名称を変更する。 

 

   令和３年２月２２日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 
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別 紙 

 

町の区域の設定並びに町の区域及び名称の変更調書 

 

町 地   番 付  記 

追分町一本木  １の１ 
 

〃  １の２ 
 

〃  １の３ 
 

〃  ２ 
 

〃  ３ 
 

〃  ４ 
 

〃  ５の１ 
 

〃  ５の２ 
 

〃  ６の１ 
 

〃  ６の２ 
 

〃  ６の３ 
 

〃  ６の４ 
 

〃  ７の１ 
 

〃  ７の２ 
 

〃  ７の３ 
 

〃  ８の１ 
 

〃  ８の２ 
 

〃  ９の１ 
 

〃  ９の２ 
 

〃 １０の１ 
 

〃 １０の２ 
 

〃 １１の１ 
 

〃 １１の２ 
 

〃 １２の１ 
 

〃 １２の２ 
 

〃 １３の１ 
 

〃 １３の２ 
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町 地   番 付  記 

追分町一本木 １３の３ 
 

〃 １４の１ 
 

〃 １４の２ 
 

〃 １５の１ 
 

〃 １５の２ 
 

〃 １５の３ 
 

〃 １５の４ 
 

〃 １５の５ 
 

〃 １６の１ 
 

〃 １６の２ 
 

〃 １７の１ 
 

〃 １７の２ 
 

〃 １７の３ 
 

〃 １７の４ 
 

〃 １７の５ 
 

〃 １７の６ 
 

〃 １８ 
 

〃 １９ 
 

〃 ２０の１ 
 

〃 ２０の２ 
 

〃 ２１ 
 

〃 ２２ 
 

〃 ２３ 
 

〃 ２４ 
 

〃 ２５ 
 

〃 ２５の２ 
 

〃 ２６の２ 
 

〃 ２６の４ 
 

〃 ２７の１ 
 

〃 ２７の２ 
 

〃 ２８の１ 
 

 

48-3 



町 地   番 付  記 

追分町一本木 ２８の２ 
 

〃 ２８の４ 
 

〃 ２８の５ 
 

〃 ２８の６ 
 

〃 ２８の７ 
 

〃 ３１の１ 
 

〃 ３１の２ 
 

〃 ３２の１ 
 

〃 ３２の３ 
 

〃 ３３の１ 
 

〃 ３３の３ 
 

〃 ３３の４ 
 

〃 ３３の５ 
 

〃 ４４の１ 
 

追分町下島  ４ 
 

〃  ４の３ 
 

〃  ４の４ 
 

〃  ５ 
 

〃  ６ 
 

〃  ６の３ 
 

〃  ７ 
 

〃  ７の３ 
 

〃  ８の５ 
 

〃  ８の６ 
 

〃  ８の７ 
 

〃  ８の８ 
 

〃  ９ 
 

〃  ９の３ 
 

〃 １０の１ 
 

〃 １０の２ 
 

〃 １１の１ 
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町 地   番 付  記 

追分町下島 １１の２ 
 

〃 １１の３ 
 

〃 １１の４ 
 

〃 １１の５ 
 

〃 １１の６ 
 

〃 １２の１ 
 

〃 １２の２ 
 

〃 １２の３ 
 

〃 １２の４ 
 

〃 １２の５ 
 

〃 １２の６ 
 

〃 １２の７ 
 

〃 １２の８ 
 

〃 １３の１ 
 

〃 １３の２ 
 

〃 １４ 
 

〃 １５の１ 
 

〃 １５の２ 
 

〃 １６の１ 
 

〃 １６の２ 
 

〃 １７ 
 

〃 １８の１ 
 

〃 １８の２ 
 

〃 １８の３ 
 

〃 １８の４ 
 

〃 １９の１ 
 

〃 １９の２ 
 

〃 １９の３ 
 

〃 １９の４ 
 

〃 １９の５ 
 

〃 ２０の１ 
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町 地   番 付  記 

追分町下島 ２０の３ 一  部 

〃 ２１の３ 
 

〃 ２１の４ 
 

〃 ２１の５ 
 

〃 ２１の１０ 一  部 

〃 ２１の１１ 〃 

〃 ２１の１２ 
 

〃 ２１の１３  

〃 ２１の１４  

〃 ２１の１５ 
 

〃 ２２の３ 
 

〃 ２３の１ 一  部 

〃 ２３の１１ 〃 

〃 ２４の１ 
 

〃 ２４の２ 
 

〃 ２５の１ 
 

〃 ２５の２ 
 

〃 ２６の１ 
 

〃 ２６の２ 
 

〃 ２６の３ 
 

〃 ２７の１ 
 

〃 ２７の２ 
 

〃 ２８の１ 
 

〃 ２８の２ 
 

〃 ２９の１ 
 

〃 ２９の２   

〃 ３０  

〃 ３１の１  

〃 ３１の２ 
 

〃 ３２の２ 
 

〃 ３２の４ 一  部 
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町 地   番 付  記 

追分町下島 ３２の５ 
 

〃 ３３の１ 一  部 

〃 ３４の４ 〃 

追分町谷筋  １ 
 

〃  １の２ 
 

〃  １の３ 
 

〃  １の１１ 
 

〃  ２ 
 

〃  ２の２ 
 

〃  ２の３ 
 

〃  ３ 
 

〃  ３の２ 
 

〃  ３の３ 
 

〃  ４ 
 

〃  ４の２ 
 

〃  ４の３ 
 

〃  ７ 
 

〃  ７の２ 
 

〃  ７の３ 
 

〃  ７の４ 
 

〃  ８ 
 

〃  ８の２ 
 

〃  ８の３ 
 

〃  ８の４   

〃  ９ 
 

〃  ９の２  

〃  ９の３ 
 

〃 １０ 
 

〃 １０の２ 
 

〃 １０の３ 
 

〃 １０の４ 
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町 地   番 付  記 

追分町谷筋 １０の５ 
 

〃 １０の６ 
 

〃 １１ 
 

〃 １１の２ 
 

〃 １２の２ 
 

〃 １２の３ 
 

〃 １２の４ 
 

〃 １２の５ 
 

〃 １３の１ 
 

〃 １３の２ 
 

〃 １３の３ 
 

〃 １４の１ 
 

〃 １４の２ 
 

〃 ２１の３ 
 

〃 ３８の２ 
 

追分町中河原  １ 一  部 

〃  ２ 〃 

〃  ３ 
 

〃  ３の１ 
 

〃  ４ 
 

〃  ５ 
 

〃  ６ 
 

〃  ７  

〃  ８  

〃  ９の１  

〃  ９の２ 
 

〃 １０ 
 

〃 １１の１ 
 

〃 １１の２ 
 

〃 １２ 
 

〃 １２の１ 
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町 地   番 付  記 

追分町中河原 １２の２ 
 

〃 １３ 
 

〃 １３の１ 
 

〃 １４ 
 

〃 １４の１ 
 

〃 １４の２ 
 

〃 １５ 
 

〃 １５の１ 
 

〃 １５の２ 
 

〃 １５の３ 
 

〃 １５の４ 
 

〃 １５の５ 
 

〃 １６の１ 
 

〃 １６の２ 
 

〃 １６の３ 
 

〃 １６の４ 
 

〃 １７ 
 

〃 １７の２ 
 

〃 １７の３ 
 

〃 １７の５ 
 

〃 １７の６ 
 

〃 １８ 
 

〃 １８の１９  

〃 １９の１  

〃 １９の５ 
 

〃 ２２ 
 

〃 ２２の４ 
 

〃 ２３ 
 

〃 ２３の２ 
 

〃 ２３の３ 
 

〃 ２３の５ 
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町 地   番 付  記 

追分町中河原 ２４ 
 

〃 ２４の１ 
 

〃 ２４の２ 
 

〃 ２４の３ 
 

〃 ２５ 
 

〃 ２８の１ 
 

〃 ２８の２ 
 

〃 ２９の１ 一  部 

追分町八ノ坪 ３１の１ 
 

〃 ３１の１１ 
 

〃 ３２ 
 

〃 ３２の１ 
 

〃 ３２の２ 
 

〃 ３３ 一  部 

〃 ３３の３ 
 

〃 ３３の７ 一  部 

〃 ３３の８ 〃 

〃 ３３の１２ 〃 

〃 ３４の１ 〃 

〃 ３４の６ 〃 

保津町下中島  ４の４ 
 

〃  ５の１  

〃  ６の１  

〃  ６の２ 
 

〃  ７の１ 
 

〃  ７の２ 
 

〃  ７の３ 
 

〃  ７の４ 
 

〃  ７の５ 
 

〃 １２の１ 
 

余部町清水 ４０の１ 一  部 
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町 地   番 付  記 

余部町清水 ５２の１ 一  部 

〃 ５３の１ 〃 

〃 ５３の３ 〃 

〃 ５４の１ 〃 

古世町向嶋  ３ 
 

〃  ３の４ 
 

〃  ４の２ 
 

〃  ４の８ 
 

〃  ５の２ 
 

〃  ５の３ 
 

 上記の土地並びにその土地に隣接・介在する道路及び水路をもっ

て亀岡駅北一丁目を設定する。 

 

町 地   番 付  記 

追分町中河原  １ 一  部 

〃  ２ 〃 

〃 ２９の１ 〃 

追分町八ノ坪 ３３ 〃 

〃 ３３の７ 〃 

〃 ３４の１ 〃 

〃 ３４の６ 〃 

〃 ３４の７ 〃 

余部町清水 １０  

〃 １７の１  

〃 ２１ 
 

〃 ２２ 
 

〃 ２３ 
 

〃 ２４ 
 

〃 ２５ 一  部 

〃 ２６の３ 
 

〃 ２６の４ 
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町 地   番 付  記 

余部町清水 ２６の１０ 
 

〃 ２６の１４ 
 

〃 ２７ 
 

〃 ２７の３ 
 

〃 ２７の５ 
 

〃 ２８ 
 

〃 ２８の３ 
 

〃 ２８の５ 
 

〃 ２９の１ 
 

〃 ２９の２ 
 

〃 ２９の３ 
 

〃 ２９の５ 
 

〃 ２９の７ 
 

〃 ３５ 
 

〃 ３５の４ 
 

〃 ３５の５ 
 

〃 ３５の７ 
 

〃 ３５の９ 一  部 

〃 ３５の１０ 
 

〃 ３６ 
 

〃 ３６の１ 
 

〃 ３６の４ 
 

〃 ３６の５ 
 

〃 ３６の６ 
 

〃 ３６の７ 一  部 

〃 ３６の８ 
 

〃 ３７ 
 

〃 ３７の３ 
 

〃 ３７の４ 
 

〃 ３７の５ 一  部 

〃 ３７の６ 
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町 地   番 付  記 

余部町清水 ３８ 
 

〃 ３８の３ 
 

〃 ３８の４ 
 

〃 ３８の５ 
 

〃 ３８の６ 一  部 

〃 ３８の７ 
 

〃 ３８の８ 一  部 

〃 ３９の１ 
 

〃 ３９の２ 
 

〃 ３９の８ 
 

〃 ３９の９ 一  部 

〃 ３９の１０ 〃 

〃 ３９の１１ 〃 

〃 ３９の２０ 〃 

〃 ４０の１ 〃 

〃 ４０の２ 
 

〃 ４０の３ 
 

〃 ４０の５ 一  部 

〃 ４１の１  

〃 ４１の２  

〃 ４１の３ 
 

〃 ４２の１ 
 

〃 ４２の２ 
 

〃 ４２の３ 
 

〃 ４３の１ 
 

〃 ４３の２ 
 

〃 ４３の３ 
 

〃 ４４ 一  部 

〃 ４４の３ 〃 

〃 ４７の１ 
 

〃 ４７の２ 
 

 

48-13 



町 地   番 付  記 

余部町清水 ４８の１ 
 

〃 ４８の２ 
 

〃 ４９ 一  部 

〃 ５０の１ 
 

〃 ５０の２ 
 

〃 ５１ 一  部 

〃 ５１の３ 
 

〃 ５２の１ 一  部 

〃 ５２の２ 
 

〃 ５３の１ 一  部 

〃 ５３の２ 
 

〃 ５３の３ 一  部 

〃 ５４の１ 〃 

〃 ５４の２ 
 

〃 ９６の１ 一  部 

〃 ９６の２ 〃 

〃 ９７の１ 
 

〃 ９８の１  

〃 １０７の２  

上記の土地並びにその土地に隣接・介在する道路及び水路をもっ

て亀岡駅北二丁目を設定する。 

 

町 地   番 付  記 

追分町八ノ坪  ２の５ 
 

〃  ２の７ 
 

〃 １５ 
 

〃 １５の１ 
 

〃 １５の２ 
 

〃 １７ 
 

〃 ２１の３ 
 

〃 ２２の１ 
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町 地   番 付  記 

追分町八ノ坪 ２３ 
 

〃 ２４ 
 

〃 ２５ 
 

〃 ２６ 
 

〃 ２６の１ 
 

〃 ２６の２ 
 

〃 ２７の１ 
 

〃 ２９の１９ 
 

〃 ３１の３ 
 

〃 ３１の４ 
 

〃 ３１の１２ 
 

〃 ３３の１ 
 

〃 ３３の２ 
 

〃 ３３の４ 
 

〃 ３３の５ 
 

〃 ３３の６   

〃 ３３の８ 一  部 

〃 ３３の９  

〃 ３３の１０  

〃 ３３の１２ 一  部 

〃 ３３の１３  

〃 ３３の１４  

〃 ３３の１７ 
 

〃 ３３の１８ 
 

〃 ３３の１９ 
 

〃 ３４ 
 

〃 ３４の３ 
 

〃 ３４の４ 
 

〃 ３４の５ 
 

〃 ３４の６ 一  部 

〃 ３４の７ 〃 
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町 地   番 付  記 

追分町八ノ坪 ３４の８ 
 

〃 ３４の９ 
 

〃 ３５ 
 

〃 ３６ 
 

〃 ３７ 
 

〃 ３８ 
 

〃 ３９ 
 

〃 ３９の１ 
 

〃 ４０の１ 
 

〃 ４１の１ 
 

〃 ４３の１９ 
 

〃 ６２ 
 

〃 ６３の２ 
 

〃 ６４の２ 
 

〃 ６５ 
 

〃 ６６  

〃 ６７  

〃 ６８  

〃 ６９ 
 

〃 ７０ 
 

余部町清水 ２６の１ 一  部 

〃 ２６の１８ 
 

〃 ２６の１９ 
 

〃 ３２の１ 
 

〃 ３４ 
 

〃 ３５の９ 一  部 

〃 ３６の２ 
 

〃 ３６の７ 一  部 

〃 ３７の１ 
 

〃 ３７の５ 一  部 

〃 ３８の１ 
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町 地   番 付  記 

余部町清水 ３８の６ 一  部 

〃 ３８の８ 〃 

〃 ３９の３ 
 

〃 ３９の４ 
 

〃 ３９の５ 
 

〃 ３９の６ 
 

〃 ３９の９ 一  部 

〃 ３９の１０ 〃 

〃 ３９の１１ 〃 

〃 ３９の１２ 
 

〃 ３９の１３ 
 

〃 ３９の１４ 
 

〃 ３９の１５ 
 

〃 ３９の１６ 
 

〃 ３９の１７ 
 

〃 ３９の１８ 
 

〃 ３９の１９ 
 

〃 ３９の２０ 一  部 

〃 ３９・４０合併１ 
 

〃 ４０の４ 
 

〃 ４０の５ 一  部 

〃 ７８の１ 
 

〃 ７８の３ 
 

 上記の土地並びにその土地に隣接・介在する道路及び水路をもっ

て亀岡駅北三丁目を設定する。 

 

町 地   番 付  記 

余部町清水 ５１ 一  部 

 上記の土地を追分町中河原に変更する。 

 

備考 地番は、令和２年１１月１６日現在のものである。 
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町の区域の設定並びに町の区域及び名称の変更に

ついて（余部町、追分町、保津町及び古世町） 

 

 

 土地区画整理事業の施行に伴い、亀岡駅北一丁目、同二丁目及び

同三丁目を設定し、並びに余部町、追分町、保津町及び古世町の一

部の区域及び名称を変更すること。 
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